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�愛媛県告示第４２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４３号
中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号。以下

「法」という。）第６５条第１項の規定により、第二種大規模小売店

舗立地法特例区域を定めるため、同条第４項において準用する法第

３７条第７項の規定に基づき、当該第二種大規模小売店舗立地法特例

区域の案を次のとおり告示する。

当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案及び法第６５条第４

項において準用する法第３７条第８項の添付書類は、愛媛県経済労働

部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工

観光室並びに松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案

松山市湊町５丁目１番１から４まで、９から１１まで、２番１か

ら４まで、湊町６丁目１番１、永代町１０番４、７から１０まで、末

広町１６番４

２ 意見書の提出

この告示に係る第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案につ

いて意見を有する者は、告示の日から２週間以内に、愛媛県に次

のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代

表者の氏名

イ 当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての

意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４４号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告

示第２７６号）の一部を次のように改正する。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定自立支援医療機関の名称の変更…………………………………………………………………………………………………………………（障害福祉課）……１７

○ 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案の縦覧…………………………………………………………………………………………………（経営支援課）……１７

○ 海岸保全区域の指定の一部改正……………………………………………………………………………………………………………………………（漁港課）……１７

○ 建設業者の許可の取消し（２件）……………………………………………………………………………………（東予地方局管理課、中予地方局管理課）……１９

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）……１９

○ 道路の供用開始（県道西谷吉田線）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……１９

○ 道路の区域変更（県道内子双海線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）……２０

○ 道路の区域変更（県道池田中山線）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２０

○ 道路の供用開始（県道池田中山線）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２０

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）……２０

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２１

○ 資金管理団体の届出事項の異動の届出…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２１

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

メディコ２１薬局・重信店 レデイ薬局 グラン重信
店 平成２７年１２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２７３９号 平成２８年１月１５日

平成２８年１月１５日金曜日 第２７３９号

愛 媛 県 報
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改 正 後 改 正 前

番号
海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域 番号

海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域

１・２

省略

１・２

省略

１～３

省略

１～３

省略

４ 燧灘

沿岸

長津

漁港

海岸

四国

中央

市

四国

中央

市長

９９５

メー

トル

基点２から基点１２までを

順次結んだ線並びに基点

１２、補助点３、補助点２、

補助点１及び基点２を順次

結んだ線により囲まれた区

域

基点及び補助点の表示

（角度の表示は、真北）

基点１は、四国中央市土

居町野田甲４８３番２９地先の標

柱（Ｘ座標１０８０６２．６４９、Ｙ

座標－２７５９．３５１）

基点２は、基点１から２７６

度００分４３６メートルの地点

基点３は、基点２から１８８

度３０分６３メートルの地点

基点４は、基点１から１９１

度３０分６９メートルの地点

基点５は、基点４から８０

度００分３８メートルの地点

基点６は、基点５から１０４

度００分８８メートルの地点

基点７は、基点６から１７４

度００分２８メートルの地点

基点８は、基点７から１０８

度００分４６メートルの地点

基点９は、基点８から１０６

度３０分１２４メートルの地点

基点１０は、基点９から２２

度３０分２８メートルの地点

基点１１は、基点１０から１１９

度３０分１２０メートルの地点

基点１２は、基点１１から１８

度３０分２０メートルの地点

補助点３は、基点１２から

１２度００分７４メートルの地点

補助点２は、基点６から

４７度００分１３９メートルの地点

補助点１は、基点２から

１５度００分３９メートルの地点

４ 燧灘

沿岸

長津

漁港

海岸

土居

町

土居

町長

６３０

メー

トル

１ 土居町大字野田甲９３番

地南東角附近の標識杭の

点

２ １点より１０６度測線上

１２８メートルの点

３ ２点より１０１度測線上

２５５メートルの点

４ ３点より１０８度測線上７５

メートルの点

５ ４点より１１７度測線上

１０７メートルの点

６ ５点より１６１度３０分測線

上１９メートルの点

７ ６点より１１１度測線上５２

メートルの点

１′１点より１７度１０分測線

上４６メートルの点

１″１′点より２２度測線上

６４メートルの点

７′７点より１８度測線上１５０

メートルの点

以上１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ７′１″

１′１の各点を結ぶ線によ

り囲まれたる区域

５～１８３

省略

５～１８３

省略

愛 媛 県 報平成２８年１月１５日 第２７３９号
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�愛媛県告示第４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

城川町魚成土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２８年１月１５日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

退 任

�愛媛県告示第４５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第１６７９４号 平成２２年
１２月１４日 �ウィンウィンホーム 松本 誠二 西条市喜多川６２０ 平成２７年

１２月１日

大工工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２４）第１１６７３号 平成２４年
８月７日 樹鴻園 鴻上 健一 新居浜市中萩町８－６ 平成２７年

１２月７日
土木工事業
造園工事業 建設業の廃止

（特－２２）第２１５２号 平成２３年
２月２２日 �大池工務店 池本一喜代 越智郡上島町生名４９０ 平成２７年

１２月１５日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２３）第１４８７３号 平成２３年
１２月１１日 �四国重機リース 白石真奈美 新居浜市磯浦町乙６１８－

１
平成２７年
１２月２２日

土木工事業
ほ装工事業

建設業の廃止
（一部）

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第１６６３０号 平成２７年
２月３日 �北部 疋田 千絵 松山市馬木町４４１－１ 平成２７年

１２月３日

土木工事業、石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２４）第９５１６号 平成２４年
７月１２日 �魁商事 武智 英一 伊予市宮下２４８ 平成２７年

１２月８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業、塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１１１２３号 平成２３年
３月７日 �椿野建設 小池 計文 松山市泊町５５０－１ 平成２７年

１２月１０日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－２７）第１６６５９号 平成２７年
４月５日 田井建築 田井 孝司 伊予市森甲２２６－３ 平成２７年

１２月１４日 建築工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２５）第１５５１７号 平成２６年
３月２５日 �ナモトホーム 名本 哲克 伊予郡松前町大字徳丸１１

３０－７
平成２７年
１２月１７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２７）第１４６６０号 平成２７年
１２月４日 友澤設備 友澤 昌幸 伊予市大平甲１５５－２ 平成２７年

１２月１８日
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西谷吉田線
宇和島市吉田町立間字八反代１番耕地１４４１番３から

同字１番耕地１４２１番４まで
平成２８年１月１５日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 野 稔 西予市城川町魚成３９３２番地

愛 媛 県 報平成２８年１月１５日 第２７３９号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県告示第４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２８年１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県陸運支
部 清 水 一 郎 代 表 者 清 水 一 郎 佐 伯 要 平成２７年５月２７日

自由民主党愛媛県参議院
選挙区第一支部 井 原 巧 主たる事務所の所在地 四国中央市中曽根町４１１－５ 松山市二番町四丁目５－４ 平成２７年１２月７日

自由民主党愛媛県港湾建
設支部 大 西 治 会 計 責 任 者 永 原 徹 水 田 とも子 平成２７年１２月１８日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町城廻６８９番１から

同町城廻７１９番２まで

旧 ４．０～１０．１ ０．２４６

新 ９．６～１４．８ ０．２４３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北５３０３番４から

同町大瀬北５１６７番４まで

旧 ４．２～３２．２ ０．１８４

新 １４．７～４７．４ ０．１８４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北５３０３番４から

同町大瀬北５３０３番３まで
平成２８年１月１５日

愛 媛 県 報平成２８年１月１５日 第２７３９号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２８年１月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県八幡浜市第一支部 清 家 俊 蔵 平成２７年１２月８日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

清 家 俊 蔵 後 援 会 村 井 英 治 平成２７年１２月８日

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

愛媛県電気工事工業組合
政治連盟 越 智 光 孝 会 計 責 任 者 越 智 光 孝 山 本 兼 弘 平成２７年５月２９日

石川かつゆき後援会 青 野 正 主たる事務所の所在地 新居浜市宮西町５－１０ 新居浜市庄内町四丁目３－１８ 平成２７年１２月１１日

石川勝行後援会 石 川 勝 行 主たる事務所の所在地 新居浜市宮西町５－１０ 新居浜市庄内町四丁目３－１８ 平成２７年１２月１１日

�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２８年１月１５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日

石 川 勝 行 石川勝行後援会 主たる事務所の所在地 新居浜市宮西町５－１０ 新居浜市庄内町四丁目３－１８ 平成２７年１２月１１日

平成２８年１月１５日 発行
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